
No 町内名 質問・意見 回答
担当課

(電話番号)

1 新坂町

犬山高校周辺の下水道工事の今後の詳細な工事予定を知りた
い。

犬山高校周辺の県道浅井犬山線南側及び市道浄心線東側の区域の公共下
水道整備については、平成33年度に工事に着手する予定です。
下水道整備を行う前には、地元説明会、測量、設計を行い事業を進めて
いきます。
上記地区については、平成31年度に地元説明会を行う予定です。

下水道課
（44-0337）

6月23日

2 上野新町

高齢化や、大人のひきこもりの対応について、町内会だけでは
解決が困難だと思っている。ご一考いただきたい。

市では、市内５か所に、高齢者あんしん相談センターを設けています。
高齢化に伴う見守りや支援が必要な家庭を把握された場合は、お近くの
高齢者あんしん相談センターや長寿社会課にご相談ください。スタッフ
が現状確認を行い、地元の方とともに対応していきたいと思います。
また、ひきこもりは、家族・地域・行政・医療など早めの関わりが必要
です。地域に心配な人がいたら、健康推進課や江南保健所、又は地域の
民生委員にご相談ください。

長寿社会課
（44-0325）
健康推進課
（63-3800）

6月23日

3 上野新町

「空家について」
空家の樹木が隣家や道路側に茂っている。
居住者在住時には、シルバー人材センターや町内会ボランティ
アで伐採したこともあったが、空家となった現在は居住者の親
族の連絡先も不明で、対応ができない。

連絡先の不明な空き家などの相談・苦情については、都市計画課にて対
応していますので、連絡をいただければ、市で所有者を確認して、管理
責任のある所有者へ申し出の内容(苦情)を伝え、文書による指導を行い
ます。

都市計画課
（44-0331）

6月23日

4 上野新町

「犬山市空家等対策計画」について
「特定空家等の対処」について、協議会や研究会の活発な議論
や「空家等問題への窓口一本化」の進捗状況をお聞かせいただ
きたい。

(追加意見）
今回３点あげた質問の背景として、次のようなことがあった。
まず、上野新町に最近入居された方の家が大雨で浸水した。こ
の際はすぐに市に対応していただき、お礼申し上げる。
この浸水の原因は、浸水した家の隣が空家で庭木の手入れがさ
れておらず、落ち葉などが側溝に詰まったためだった。
また、町内に独り暮らしのひきこもりの方がおり、気にかけて
いたのだが、昨年度孤独死されたということもある。町内会で
は、その家の庭木の管理にも困っていた。
今回窓口を教えていただいたので、今後は窓口で相談しようと
思う。

「空家問題」については、平成27年度から都市計画課が窓口となり、一
本化を行いました。
周辺に影響を与える「特定空家等」については、昨年度、国のガイドラ
インを参考に、協議会等の意見を踏まえてチェックリストを作成しまし
た。今年度から、このチェックリストを用いて現地での評価を行い、協
議会での検討を経て特定空家等への指定を行っています。
特定空家等と指定された物件については、今後、指導・勧告等の対応を
行っていきます。

都市計画課
（44-0331）

6月23日
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5
名犬ハイ
ツ

「町内会議事録などの整理について」
他の町内会又は市役所内において範例があればご教授いただき
たい。（例：会則及び契約関係は永年保存であるが、町内会議
事録は保存期間10年とか）

（追加意見）
現在、大きなロッカー２台が書類でいっぱいになっている。町
内の事情を踏まえ、来月にでも、町内で話し合おうと思う。

文書の保存期間については、内容の重要性や継続保存の必要性の他、文
書の量と保存場所との関係などがあり、各町内により異なると思いま
す。
市役所内部の規則としては、例えば、重要な契約や備品台帳は永年保
存、決算認定を経た収支証拠書類は10年保存等となっていますが、議事
録については内容により保存しています。

地域安全課
（44-0346）

総務課
（44-0300）

6月23日

6
名犬ハイ
ツ

高齢化が進み、町内役員、班長の選考ルール化された例があれ
ば参考にしたい（例：何歳以上は免除）

（追加意見）
当町内では、立候補は難しく、くじ引きで決めている。

（上野新町町会長より）
上野新町では、多数決で決めている。

主な選考方法としては、立候補、選挙、輪番制などで決められているよ
うです。その中でも高齢の方を免除するというお話は伺ったことがあり
ます。

地域安全課
（44-0346）

6月23日

7 城北

資源ごみ、可燃ごみを出すルールを守らない、アパート等に住
んでいる人が多いため、市からその業者やオーナーに指導して
ほしい。

（追加意見）
町内に複数あるアパートの内、協力的なオーナーもいるが、そ
うでないところもある。町内会から直接言うと角が立つので、
市から指導してほしい。

ご相談いただければ適宜、分別等のゴミの排出ルールに関して、アパー
トなどの管理会社やオーナーに対して必要な指導をします。
【その後の対応】
アパート管理会社に対しては、住民の方へ指導を依頼しました。

環境課
(44-0344）

6月23日

8 桃山台

朝夕の時間帯、水道の圧力が下がる。
昨年対応していただいたが、効果が出ていないのでさらに対策
できないか。特に二丁目。

昨年度予定した水道管の増強工事は、３月末で完了しています。その後
４月初めから５月中旬にかけて、水の流れへの影響を見ながら、水道管
への水張りや水流の調整などを徐々に進めてきました。現在では、予定
どおりの水圧が得られましたので、効果について団地内の高台地区（二
丁目）の皆さんに確認を行っているところです。なお、今回のご質問
は、４月初旬ごろの状況をもとに５月にご提出いただいたと伺っていま
す。効果については、４月の時点では水流調整の初期段階であったた
め、予定通りの水圧がまだ確保されていなかったものです。

水道課
（62-9300）

6月23日
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9 上野米野

広報を綴る表紙が無いかと、町内の住民から尋ねられたので、
市の担当課に行ったが、事務的な対応で、誠意が感じられな
かった。その時、表紙は無く、今後も作らないと回答された
が、本当に今後作られる予定がないのか聞きたい。
また以前は、どの課がどのような業務を担当しているのか広報
に載っていた記憶がある。電話をすれば担当課に繋いでもらえ
るとは思うが、広報への掲載を考えてほしい。

窓口の対応についてお詫び申し上げます。丁寧な窓口対応を徹底するよ
う、あらためて担当職員に指導しました。
広報綴りの表紙とは、市制55周年（平成21年度）の時に作成したものか
と思います。現在、お渡しできる在庫はございませんが、新規に作る場
合、いくらかかるのかなど検討中です。決まり次第連絡します。
また、広報に掲載されていた担当業務については、ホームページへの掲
載も含めて、早めに市民の方にお示しできるようにしたいと思います。
その際は、「どの課が何の業務」という表記より、「この相談はどの
課」「この手続きはどの課」という表記形式の方が、市民の方にとって
分かりやすいかと思いますので、表現方法も含め研究していきます。

企画広報課
（44-0311）

6月23日

10 上野米野

大阪地震で通学路でお子さんが亡くなった。家具の転倒防止の
補助があるという話をきいたが、ブロック塀についても市の補
助をする考えがあるのか聞きたい。小中学校では通学路の見回
りをして危険な場所を確認していると思うが、そのあたり市と
して考えがあるのか伺いたい。

ブロック塀については、補助制度を設けている自治体もあります。しか
し、補助制度を導入するという前に、対象となる塀や補助額などを他市
の事例を参考に研究する必要があります。そのため、まずは研究をし
て、制度として確立できるか検討するよう、担当部長に指示を出してい
ます。（市長）

学校の敷地の中で高さ2.2ｍを超える大きな塀は、南小学校の一部のみ
です。現在は、建築基準法施行令の基準内になるように１か所は工事施
工済みで、１か所は、今年度予定している防音壁の工事の中で施工して
いく予定です。
本日(6月23日)、東小学校、東部中学校の通学路を見てきましたが、個
人宅のブロック塀は相当数あります。国から基準が示されることになっ
ているので、それを踏まえ、小中学校の通学路を再点検したいと思いま
す。通学路は多岐にわたるため、町内会の皆さんの協力が必要となるこ
とも考えられますので、その際はよろしくお願いします。(学校教育
課）

【その後の対応】
ブロック塀の撤去費用については、補助制度を策定し、８月15日号広報
とともにチラシを回覧する予定です(７月末時点）。（都市計画課）

都市計画課
（44-0331）
学校教育課
（44-0350）

6月23日
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12 城北

市長へのお願いとなるが、犬山市は観光に力を入れていて、外
から来る人にとっては楽しいと思う。しかし、住民にとって良
いように、例えば、市の施設について、犬山市民の利用料金が
市外の人より安くなるようにしてほしい。

住む人が豊かさや幸福を実感できるまちでなければならず、また住む人
に視点をあてた施策展開をしていきたいと考えています。
ご指摘の施設利用については、今年４月から、市民の方が市外の方より
１か月早く優先的に予約できるように変更しました。また、現在、エナ
ジーサポートアリーナ（体育館）を含む９施設において、市民の方の利
用料金を市外の方より安く設定しているところですが、料金について
は、今後の研究課題としていきたいと思います。（市長）

総務課
（44-0300）

6月23日

11
名犬ハイ
ツ

愛知県の統計では、犬山市の人口は74,000人強。2045年には
60,000人を切ると発表されて、それが本当かどうか、外から住
民を呼ぶ対策や考えがあったらお聞きしたい。
PTAという組織があるが、豊田市の方ではPTCAと呼び、「Ｃ」
つまりコミュニティ、地域の住民を入れないと活動ができな
い。清掃活動も地域住民も一緒にやっている。
私も、今度開催される、犬南小のＰＴＡ組織、犬南おやじの会
の清掃活動に参加しようと思っている。

犬山市では、３年ほど前に、2060年には人口が51,000人程度になるとい
う推計をしています。
人口減少に歯止めをかけることは困難ですが、少しでもその減少幅を減
らすため、平成27年度に総合戦略を策定し、2060年の段階で、推計値よ
り10,000人多い、61,000人程度にしたいと考えています。
それを踏まえて、平成28年度には、第５次総合計画の中間見直しを行
い、前述の推計で平成34年に72,700人となっているところを、73,400人
とするために、活躍の場づくり、多様な暮らしができるまちづくり、産
業の活性化という大きなポイントを示して、定住促進につなげていきま
す。具体的な施策としては、定住促進補助として、市内在住の両親と同
居するため市外から転入する方等への補助制度を設けるなど、順次取り
組みを始めています。決して十分ではありませんが、徐々に取り組みを
広げ、できる限り人口の減少を食い止めていきたいと考えています。
(企画広報課）

定住支援の他、空き家バンクを作るなど、空き家の活用を進めていま
す。また、市街化区域にも未利用地があるため、この活用も市として主
体的に取り組んでいきたいと思います。
新たな賑わいづくりとして、国道41号を中心として商業施設を充実させ
たいと考えています。また、産業集積誘導エリアの拡充も行いました。
このほか、特に若い世代の定住を促すために、子ども医療費の拡充や学
校のトイレの改修・エアコンの設置など環境整備に取り組んでいます。
こうした取り組みを継続し、犬山市を「住みたいまち」にして、少しで
も人口減少に歯止めをかけたいと思います。（市長）

企画広報課
（44-0312）

6月23日
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13 新坂町

通学路について
当町内では、十何年もの間、子どもが一人もおらず、ここ１年
で一気に12人増えた。その中には小学生もおり、彼らの通学路
を決めなければならなくなった。しかし、通学路も久しく利用
しておらず、どの道を使えばよいか困った。今のところ、かつ
ての通学路で通学しているが、遠回りになる。もっと近い道の
りの通学路にならないかと思っているが、通学路の検討をする
上での相談窓口はどこか。

通学路については、学校が地域の方と相談して定め、それを教育委員会
に報告することになっています。新坂町町内会では、しばらく通学路が
使われていなかったということで、道路などの状況も昔とはずいぶん変
わっていると思います。本日ご相談いただいた内容を学校に伝え、地域
の方と相談の上、一番ふさわしく安全な通学路を模索するようにしま
す。

学校教育課
（44-0350）

6月23日
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1 時迫間

「住宅地に隣接する農業用水路土手の草刈り・集草作業につい
て」
　時迫間町内会の南東に隣接する用水路土手は、雑草が繁茂
し、住環境の美観を損ねるだけでなく、虫・蛇の発生、草種の
飛散に伴う雑草の繁茂拡大、除草剤薬害、土手道を通らず舗装
道路を通ることによって起こる犬の散歩糞尿害、立ち枯れ草に
よる火災発生の可能性などの被害に遭っている。
　町内会は、住民の住環境を守るために、土手の草刈り・集草
作業を要望してきた。しかし、住民の高齢化に伴い集草作業で
すら困難になってきた（かつて集草作業中に用水路に転落し負
傷事故があったと聞き及んでいる）。農業用水路土手の管理
は、本来市の担当業務である。要望するから市が行うのではな
く、市の年間作業計画に位置づけ、計画的に処理されるべきで
ある。予算面で困難であるなら、農業従事者によって行われる
べきである。用水路土手の草刈り・集草作業は、町内会が担う
協力作業の範囲を越えている。

ご意見を頂いている個所については、住宅地に隣接していることから、
最低年１回の草刈りは実施したいと考えていますが、市内全域のバラン
スもありますので年２回の実施は、現状では困難と考えていますのでご
理解のほどお願いします。

土木管理課
（44-0334）

7月6日

2 鵜飼町

犬山市も観光地化してきて、他府県の車両が増えています。街
の中には、一方通行が多くあるため、逆走する他府県の車両が
見受けられます。
一方通行をわかりやすくしてほしいです。

一方通行の逆走対策について、啓発看板による注意喚起を行っていま
す。啓発看板の設置を希望される場合は、町会長及び土木常設員を通し
て、要望をご提出くださるようお願いします。また、要望の際は、場所
や向きなども情報として記載をお願いします。
【その後の対応】
個別に詳細をお聞きしたところ、北小学校南東角の交差点から西へ、一
方通行を逆走する車両が増加しているとのことでしたので、土木常設員
を通して啓発看板設置の要望書をご提出いただくようお願いしました。
啓発看板設置を検討していきます。

地域安全課
（44-0347）

7月6日
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1
東専正寺
町

「東専正寺町町内排水口の掃除についてのお願い」
排水口のコンクリート製の蓋が非常に重く持ち上げるのに危険
を伴います。指を挟む可能性や腰をいためる事もあります。
町内会員からも何かいい方法はないかと言う話をよく聞きま
す。
事故が起きる前に検討して頂けたら有難いと思います。
市の方で清掃をお願いする事は無理でしょうか。
是非検討してもらえます様にお願い致します。

側溝の清掃については、日頃から町内の皆様方にご協力をいただき、あ
りがとうございます。コンクリート蓋の対策につきましては、市から蓋
を上げる器具の貸し出しを行っていますので、清掃活動をされる前にご
連絡をいただければお届けします。
それでも、町内の皆様方の手に負えないような場所等については、地区
の土木常設員から要望書を提出していただければ、担当職員が現地状況
を確認し、土砂堆積により排水機能が損なわれているような状況であれ
ば、市で清掃を行います。

土木管理課
（44-0334）

7月8日

2

生活道路の通り抜け対策について、啓発看板による注意喚起を行ってい
ます。啓発看板の設置を希望される場合は、町会長及び土木常設員を通
して、要望をご提出くださるようお願いします。また、要望の際は、場
所や向きなども情報として記載をお願いします。
災害対応については、巨大災害が発生すると広域での対応が必要となり
ます。近隣市町村で構成された協議会で研究していきます。（地域安全
課）

コープタウンの下水道整備は、平成27年度に整備を完了しましたが、隣
接する扶桑町は、市街化調整区域であり、下水道整備の予定が無い区域
であると確認をしています。
コープタウン町内会からの要望については、扶桑町担当課に伝え、対応
策を検討するよう要望しましたので、ご理解のほどお願いします。（下
水道課）

扶桑町に限らず、公共サービスの充実を図るうえで、広域連携という視
点は大変重要だと認識しています。各所管での近隣市町の担当者による
会議などを利用して、連携の可能性について検討していきます。（企画
広報課）

犬山警察と相談します。村田機械に対しても、ご協力いただけないか、
調整したいと思います。（地域安全課）
【その後の対応】
町会長へ詳細を確認の上、村田機械株式会社担当者と面談を行いまし
た。要望内容を伝えたところ、貨物専用門の朝の通勤時間帯の開放につ
いては、昨年度から行っており、現在も実施中とのことでした。また、
残りの３つのゲートもすべて開放し渋滞緩和に努めているとの回答でし
た。
この旨町会長へお伝えしたうえで、団地内通り抜けに対する啓発看板設
置の提案を行いましたが、不要との回答をいただきました。

地域安全課
（44-0347）
下水道課

（44-0337）
企画広報課
（44-0312）

7月8日

上野跨線橋が、朝7：00～8：00位　R41方向と村田機械への通
勤で渋滞します。この渋滞を避けるため旧道を利用する車がふ
えてきていると思われます。コープタウン団地内を通過する車
がふえているので安全面での配慮お願いします。
上記以外にも、下水道、避難所等全て扶桑町との連携が必要な
ため、犬山市と扶桑町とのより一層の連携した公共サービスを
お願いします。

（追加意見）
通勤時間帯に、国道41号へ向かう車で上野跨線橋が渋滞する。
ひどい場合は渋滞が扶桑町の交差点から、西小学校まで続く。
また、この渋滞を避けてコープタウン内等を抜け道として通行
する車両もある。その中を、小中学生が通学しており、危険に
感じる。
村田機械へ向かう車が渋滞の一因であり、村田機械の貨物ゲー
トを開放することで、若干渋滞の緩和が見込めるため、通勤時
間帯だけでいいので、開放してほしい。

コープタ
ウン犬山



No 町内名 質問・意見 回答
担当課

(電話番号)

平成30年度走る市政教室　意見交換会回答要旨

3 日生住宅

前任のクリーンキーパーより、研修会が開かれたが、研修とい
うより単なる施設見学会に近く、余り参考にならなかったと言
われた。
やはり、新任者に対しては、クリーンキーパーとしての役割、
市として何を望むのか、優良町内会の事例紹介など研修にふさ
わしい内容への充実を望みます。

今月(７月)に実施しますクリーンキーパー研修では施設見学後に意見交
換の場を設ける予定をしており、その中で、市が期待する役割や各種助
成制度の説明等を行い、皆様からご意見をいただきながら、研修内容の
充実に努めていきたいと考えています。
【その後の対応】
　７月に３回の研修会を実施し、その中で市が期待する役割や各種補助
制度などの説明を行いました。今後も内容の充実に努めていきます。

環境課
（44-0344）

7月8日

4
五郎丸南
第２

「広報犬山について」
毎月２回発行のところ、１回もしくは２ケ月に１回にして、他
の事業費に廻したら如何か。
要するに読んでいる家庭は私が聞いたところ３分の１しかいな
い様子である。
緊急に知らせる事があれば臨時号を出せばよいと思う。

（追加意見）
町内の住民に話を聞くと、ほとんど広報が読まれていない状況
が窺える。アンケートの実施等、内容の充実を図ってほしい。
また、広報犬山と他の冊子とで開きが異なるため統一してほし
い。

広報犬山の月２回の発行は、より鮮度の高い情報をなるべく時間差を少
なく提供するために行っています。近年市からのお知らせや市民からの
情報提供も増えページ数も増加傾向にあります。月１回の発行となれば
ページ数も倍増し、目を通していただくのも大変になるほか、配布にお
いても重量が増えご負担をおかけすることになります。
昨年度実施した市民アンケートでは月２回発行を望む声が月１回発行を
上回るという結果でしたが、ご指摘も踏まえさらに市民的な議論を重
ね、今後の研究課題といたします。

内容の充実に関しては、重要だと認識しています。現在も、市全体の情
報、地域の情報を整理しつつ作成していますが、今回のご指摘を踏ま
え、より充実した紙面づくりを行っていきたいと思います。
また、開きが異なる点についてですが、昨年度、広報をリニューアルし
た際に「右開き」から「左開き」に変更しています。これは、従来、横
書き・縦書きが混在していたものを横書きに統一したことに伴い、「見
やすさ」に重点を置いて左開きに変更したものです。同様に『社協だよ
り』も左開きとなっていますが、その一方で、『議会の手帖（旧市議会
だより）』は右開きとなっており、統一できてはいませんが、それぞれ
の紙面の見やすさからそうしているものであり、ご理解いただきますよ
うお願いします。
なお、これらの冊子を保管するために綴じておく広報綴りについては、
市制55周年（平成21年度）の時に作成したもので、現在、お渡しできる
在庫はございませんが、新規に作る場合、いくらかかるのかなど検討中
です。決まり次第連絡します。

企画広報課
（44-0311）

7月8日
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6
日の出住
宅２街区
Ａ

不法投棄に対する市の取り組みを伺いたい。 市の不法投棄に対する取り組みとしては、不法投棄を減らすための啓発
活動を行っています。具体的には、不法投棄禁止の看板の配付、依頼の
ありましたごみ集積場への不法投棄監視カメラの設置などの対応を行っ
ています。しかし、それでも不法投棄が発生した場合、状況に応じて適
宜の対応となり、排出者が分かる場合は、排出者へ直接指導も行いま
す。

環境課
（44-0344）

7月8日

7
日の出住
宅３街区
Ａ

コミュニティバスの無料化についてお願いします。 コミュニティバスの無料化については、財政負担の増大や受益者の相応
の負担の必要性から、困難と考えます。ご理解のほどお願いします。
なお、料金を据え置いたうえでバスの充実を進める予定をしています。

地域安全課
（44-0347）

7月8日

8
日の出住
宅３街区
Ａ

４１号線沿いの活性化についてお願いします。 平成28年度に第５次犬山市総合計画と犬山市都市計画マスタープランを
改訂し、土地利用計画等の見直しを行っています。マスタープランでは
国道41号沿線を商業集積ラインとして位置づけているほか、国道41号を
挟んだ橋爪・五郎丸地区を新たな都市拠点の形成を図る地区としていま
す。平成29年度よりこの地区のまちづくりを進めるための基本構想を検
討しており、国道41号沿線に地域振興施設を整備し、これを切っ掛けと
して地区の活性化につなげていきたいと考えています。

企画広報課
（44-0312）
都市計画課
（44-0330）

産業課
（44-0340）

7月8日

5
五郎丸南
第２

「各ごみについて」
五郎丸は各町内にて収集補助事業・分別収集の徹底を、各収集
場所にて当番を出して分別の確認、網袋取り換え等しておりま
す。よって町内会に入っていない人は当番をしない為にごみを
捨てる事は断っていますが、役所の方で捨てても良いと返事を
されて困っています。
対策としてどこかに市が管理する場所を別に作ってほしいと思
いますが如何ですか。

（追加意見）
町内会未加入者が当番をしないままごみを出せるとなると、み
な町内会を抜けてしまい、町内会が成立しなくなる。町内会に
は、ごみ集積場の管理や氏子などのルールがあり、これらが嫌
なために町内会に入らない人が出てくる。すると町内会が高齢
化し、人数も減って町内会が成り立たなくなる可能性もある。
市としてどう考えるのか。

皆様のご協力とご理解により集積場の美化が保持されると共に、円滑な
収集業務が推進できていることについては深く感謝申し上げます。
各町内会に設置されている集積場はそれぞれの町内会のルールにより管
理されており、市もゴミの出し方について、相談や照会があった場合は
「町内会のルールに従ってゴミを出してください」とお答えしています
が、町内会への加入状況により、地域にあるゴミ集積場にその地域の住
民がゴミを排出することを一律に制限することは法的根拠もないことか
らできません。
ご提案の市が管理する集積場の設置は、都市美化センターへ個別に直接
搬入していただく方法もあること、また現行の集積場管理の方針と相容
れないことから設置できませんが、集積場に関する課題や問題について
は、地域と一緒に考えていきますので、担当課までご相談ください。
（環境課）

ごみ出し方法については、ごみカレンダーはじめ様々な方法で周知して
いますが、行き届かない部分もあります。容易に片付く問題ではありま
せんが、ご相談いただき、市職員も一緒に考えていきたいと思います。
(環境課）

市では、転入者に対し町内会加入を促進する文書を配るなど、町内会加
入を推奨しています。状況は町内ごとに異なると考えられますので、個
別に相談に乗りたいと思います。（地域安全課）

7月8日

環境課
（44-0344）
地域安全課
(44-0346)
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9
つつじケ
丘

つつじケ丘住宅において、空家状態の敷地内から伸びた樹木が
隣家にまで到達しているケースが複数見られる。
また同様に、市道側に伸びている件数も複数ある。自治会とし
ての対応、そして市としてどこまで援助してもらえるのかご教
示願いたい。

自治会による対応については、所有者の連絡先が把握できている物件に
ついては直接お話しいただくか、市へ連絡していただきたいと思いま
す。
連絡先の不明な空き家などの相談・苦情については、都市計画課にて対
応していますので、市で所有者を確認して、管理責任のある所有者へ申
し出の内容(苦情)を伝え、文書による指導を行います。
また、市外の所有者の方々に対しては、ふるさと納税のお礼の品にあ
り、税控除を活用することで、実質2,000円でシルバー人材センターの
空き家利用できますので、その周知も徹底したいと思います。

都市計画課
（44-0331）

7月8日

10 入鹿

新年度に入り、区より要望書を提出しました。市長、県議、市
役所各課、警察署と各方面の方々が、この要望書に対し向き
合って頂いていることに感謝申し上げる。
入鹿区は区民数僅かだが、ここを通過する車、訪れる人々の数
はここ数年激増している。
何卒、区民の数で判断することなく、平日の県外からの通勤経
路、そして休日の観光の東玄関となる入鹿を犬山市の重要地区
と位置付け、一層の配慮をお願いしたい。

入鹿区の皆さまが安心して暮らせるよう、愛知県や犬山警察署など関係
機関と連携し、可能な安全対策等を進めていきます。
今後とも、交通安全施策へのご理解とご協力をお願いします。

地域安全課
（44-0347）

7月8日

11 入鹿

最新の水位計が五条川に数か所設置された。これにより入鹿池
からの流出量は把握できると思うが、池への流入量が把握でき
ていない。流入量が重要だと思うので、流入する河川へ優先し
て水位計を設置し、管理してほしい。

水位計の設置については、いただいたご意見を参考に、県とも相談した
いと思います。なお、入鹿池の水位については、入鹿用水土地改良区が
常時監視しており、大雨時には連絡を取り合いながら情報の共有に努め
ています。

土木管理課
（44-0334）

7月8日

12 日生住宅

ごみ集積場の監視カメラの明かりが切れたため、対処依頼した
がまだ改善されない。
また、土木常設員に要望した案件についても、経過報告や回答
がない。多くの要望があり、その中で優先順位もあると思う
が、回答はいただきたい。

監視カメラについて、回答、対応が無い点に関し、お詫び申し上げま
す。意見交換会終了後、個別に対応します。（環境課）
【その後の対応】
依頼後に対応させていただきましたが、回答が無い点に関して改めてお
詫び申し上げます。その後も定期的に対応しています。

土木要望の対応状況に関して、従来は年度末のみの報告でしたが、現在
は中間報告も含め2回実施し、確実に回答や経過報告を行うよう心がけ
ています。
日生住宅の要望について、回答がなされていないとのことですので、現
状を確認し連絡します。（土木管理課）
【その後の対応】
確認の結果、要望書が未提出であったため、7月11日に提出を依頼し、
了承を得ました。

環境課
（44-0344）
土木管理課
（44-0334）

7月8日
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13
つつじケ
丘

４月に受け取った委嘱状を読むと行政事務の一部を委嘱すると
書いてある。
当町内は65歳以上の高齢化率が49％以上であり、市の平均を超
えている。また、だれも役員になりたがらず、草刈りなどの労
働力も、活動資金も出さない住民が増え、このままでは活動が
できなくなり自治会自体消滅しかねない。行政サービスが住民
まで行き届かなくなるのではないかと心配している。
市と住民でどのようにするとよいか、勉強会開催を考えてほし
い。

貴重なご意見ありがとうございます。
町内会のあり方について、今後どうしていくか真剣に考え、市民が住み
やすいように研究していきたいと思います。

地域安全課
(44-0346)

7月8日

14
日の出住
宅２街区
Ａ

ごみ集積場の監視カメラ設置に関する市の支援内容について伺
いたい。

監視カメラ46台を半年単位で貸し出す形で運用しています。現在は46台
全て貸し出し中ですので、今後お渡しできるタイミングなど、個別に相
談したいと思います。
【その後の対応】
７月17日時点では８月上旬に貸し出せるカメラがありましたので、日の
出住宅２街区Ａ町会長に連絡しましたが、しばらく様子を見るとの返答
をいただきました。
他の町内会でも、申請をいただければ空き状況に応じ、順次お貸しでき
ます。申請が複数の場合順番待ちになるので必要に応じて早めに申請を
してください。

環境課
（44-0344）

7月8日

15
五郎丸南
第２

当町内には、消火器が１本あり、使用期限が来るため取り替え
る予定である。市に消火器設置補助があることは知っている
が、１本のみのため、特に利用するつもりはない。
それよりも困っていることは、古い消火器の処分である。小牧
市では、市が取り替える。犬山市は町内会で行うことになって
いるが、市内に引き取り業者が１軒あるのみである。引き取り
先を増やしてほしい。

消火器設置補助について、従前は、受付期間が年に１回のみでしたが、
利便性を高めるため年２回としたところです。１本でもぜひご利用くだ
さい。
市が取り換えを行うことについては、火災発生時は初期消火が重要とな
ることから、担い手となる地域の方への啓発という面でも、市が全て行
うのではなく、地元の方にお骨折りいただいています。
引き取り業者の増加については、検討していきます。

消防署
（65-0119）

7月8日

16 西松本町

当町内には細い裏通りが多い。細い道沿いの家屋は新築や建て
替えが規制されており改築しかできない。このまま建て替えが
できないと、いずれ住む者もいなくなり空家も増えてしまうの
ではないか。

防災や、救急車の乗り入れなど、道は広い方が良いとは思います。
建て替えに関しては、土地の状況などそれぞれ異なっていますので、建
築基準法に従って、個別に相談にのります。(都市計画課）

西松本町だけでなく、市内各地に建て替えが困難な無道路地帯がありま
す。都市計画上の課題であり、どのように解決していくか検討していき
たいと思います。　（市長）

都市計画課
（44-0331）

7月8日
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17 横町

入鹿池について、150年前に決壊し、多くの方が亡くなった。
今後、想定外は許されないが、堤防決壊の研究等行われている
か。

入鹿池の耐震性は、県が調査をした結果、問題ありませんでした。
市内には、ため池が150程度あります。現在、耐震性を調査し、必要性
に応じ順次改修補強工事を実施しています。
現在、７月の豪雨に伴い、ため池の緊急点検を県と合同で行っていま
す。

土木管理課
（44-0334）

整備課
(44-0332)

7月8日

18
東松本町
１区

通学路の集合場所に建つビルの外壁が8か所程度剥落してい
る。ビルのオーナーに話をしたところ、コーン等で区切り、落
下危険のある場所へ入れないよう対応されたが、それ以降動き
が無い。
町会長としてどこまで介入していいか測りかねている。

個人所有のものですので、外壁の修理を強制することはできませんが、
現場の状況を確認し、ビルのオーナーへの働きかけを含め、必要に応じ
て対応します。
【その後の対応】
その後速やかに、市の職員も現場確認を行いました。町会長とも相談
し、当面は危険箇所へ子供が入らないよう措置がされているので、子ど
もの安全を見守っていくとの結論になりました。

学校教育課
（44-0350）

7月8日


